
鹿児島工業高等専門学校における成績評価の順位付けに関する申合せ 

 

令和7年12月25日 

 教務委員会承認 

令和 8年 1月 13日 

 専攻科委員会承認 

(趣旨) 

１ この申合せは、鹿児島工業高等専門学校(以下「本校」という。)の学生が、履修

した授業科目に係る成績評価の順位付けについて、必要な事項を定めるものとす

る。 

 

(定義) 

２ この申合せにおいて学年 GPA、または累積 GPA とは、鹿児島工業高等専門学校 GPA

制度に関する規程に定められた計算式により算出した値をいう。 

 

(成績評価の順位) 

３ 成績評価の順位付けは以下の計算式を用いた GPA の高点順とする。なお、令和８

年度以降の入学生は累積 GPA を、令和７年度以前の入学生は学年 GPA を用いるもの

とする。 

 【令和８年度以降の入学生適用】 

累積GPA＝（GPA対象科目のGP×当該科目の単位数）の総和 / GPA対象科目の総単位数 

 【令和７年度以前の入学生適用】 

学年GPA＝（当該学年におけるGPA対象科目のGP×当該科目の単位数）の総和 / 

                     当該学年における GPA 対象科目の総単位数 

 

４ 現学年に留められたことにより令和７年度以前の入学生が令和 8年度以降の入学

生と同学年に在籍することとなった場合は、令和 7年度以前の入学生においても累

積 GPA を用いて成績評価の順位付けを行う。 

 

附 則 

この申合せは、令和８年４月１日から施行する。 


